
災害支援くしろネットワーク 

世話人会員・企業法人会員 募集要項 

皆様のお心で釧根地域から被災地へ 

災害支援ボランティアを派遣させて下さい！ 
＊災害支援くしろネットワークは東北地方の災害支援活動を遂行するため会員を募集致します。 

 
◆  災害支援くしろネットワーク（以下本会）の災害支援ボランティア派遣の仕組み 

本会は平成２３年東北地方太平洋地震で甚大な被害を受けた東北三陸地方沿岸部の被災地の復興を支援

するため、釧根管内のボランティア隊員を募集して、被災地へ災害支援隊を派遣致します。 

本会の災害支援ボランティア派遣は、簡単にいうと、支援活動ができる方には食費などを除く派遣費用

（交通費、現地で必要な車両、装備、備品、住居関連費用など約５万）を当会が負担して支援活動をして

頂き、資金を提供できる方がその派遣費用を支援するという仕組みです。 
当会を構成する会員は活動と費用負担という点で分類すると、下記のようになります。 

１ 支援活動はできるが、世話人会費として５万円の費用負担が難しい会員の方（例えば学生等）、 
２ 支援活動は出来ないが、各種会員として派遣費用の支援ができる会員の方 
３ 支援活動ができて、尚かつ世話人会費として５万円の派遣費用負担もして頂ける会員の方 
世話人会員・企業法人会員の皆様には支援活動に参加、不参加を問わず、１名派遣に必要な約５万円の

派遣費用の原資となる会費のご支援をお願い致しております。 
 

世話人会員      
【世話人会員の入会条件】 

くしろネットは上記事業を遂行するため世話人会員を募集します。 

世話人会員は“本会の事業目的に賛同し、災害支援隊の派遣費用を提供して頂くと共に、本会事

業を推進する為、積極的な支援活動をして頂ける個人の会員”です。 

災害支援隊に参加する方は世話人会員の資格が必要となります。  

会費は１口 ２，０００円です。会費口数の上限はありません。 

 

【世話人会員の資格と活動広報について】 

◆ 世話人会員は災害支援隊への参加資格があります。 

◆ 世話人会員の名刺を作成します（裏面参照） 
くしろネットでは世話人会員の資格を証明し、本会事業の告知並びに積極的な事業の推進をはか

るため、世話人会員の名刺を作成致します 
◆ 世話人会員の会員情報、資金提供情報、活動情報について広報を致します（裏面参照） 

くしろネットでは本会事業の遂行を円滑にするため、世話人会員の会員情報、資金提供情報及び

現地活動の情報について、新聞、HP、その他の媒体を使用して告知致します 
特に支援隊派遣の活動報告については、“１支援隊”ごとに企業法人会員に準じて派遣費用の提供

会員を明記し、新聞並びにＨＰにて広く告知致します。 



企業法人会員 

【企業法人会員の入会条件】 

くしろネットは上記事業を実行するため企業法人会員を募集致します。 

企業法人会員は“本会の事業目的に賛同し、災害支援隊の派遣費用を提供して頂ける企業又は法

人の会員。企業法人会員は世話人会員を一口に付、一名輩出する事ができます。 
会費は１口 ５０，０００円です。会費口数の上限はありません。 

（会費１口の金額は災害支援隊員１名の派遣に必要な費用（50.000 円）とほぼ同額になります） 
【企業法人会員にご提供する広告宣伝の内容について】 

＊企業法人会員がご希望されれば、下記の内容をご提供致します 
◆ 企業法人会員の名刺を作成致します 

くしろネットでは企業法人会員の資格を証明し、本会事業の告知並びに積極的な事業の推進をは

かるため、企業法人会員代表者の名刺を作成致します 
◆ 企業法人会員の会員情報、資金提供情報、活動情報について広告媒体を使い広報を致します 

くしろネットでは本会事業の遂行を円滑にするため、企業法人会員の会員情報及び資金提供情報

について、新聞、HP、ポスター、その他の媒体を使用して告知致します 
特に支援隊派遣の活動報告については、に対し“１支援隊”ごとに派遣費用の提供会員を明記し、

会員口数“１口”、“１支援隊”単位で派遣企業法人として新聞並びにＨＰにて広く告知致します。 
 
◆ 名刺の作成例                        ◆ ポスターサンプル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 新聞広告 （参考例） 

 

 

ポスターサンプル 


